
実施
年度

監査区分 文書指摘の内容 改善状況の内容 実施年月

5 未実施 － － －

6 未実施 － － －

7 実地

評議員及び役員への委嘱状の交付又は就任承諾書の徴取につい
て
　令和７年６月に評議員、理事、監事の選任が行われている
が、委嘱状の交付や就任承諾書の徴取が行われていない。委嘱
状による委嘱が必ず必要とされるものではないが、選任された
者に就任の意思を確認し、任期を明確にするために委嘱状の交
付や就任承諾書の徴取を行うこと。

【法第３８条】

監査指摘があったことを伝え作成した委嘱状を令和７年１２月２０
日に開催する理事会に交付しました。
評議員には来年６月の評議員会開催時に交付します。

R7.10

7 実地

現金収入の取扱いについて
　貸借対照表に事業未収金が１８，６９８，１２０円計上され
ているが、このうち３，９３８，６００円は保護者から現金で
徴収した副食費である。法人経理規程第２４条で、「日々入金
した金銭は、（略）収入後５日以内に金融機関に預け入れなけ
ればならない。」となっているが、収入した現金を金庫の中に
保管したままにしていたものである。現金の収納は特に厳格に
行う必要があり、法人経理規程に則り適正に処理すること。

【法人経理規程第２４条】

入金済みです。 R7.10

7 実地

法人所有の土地・建物の管理について
　令和５年８月１０日付けで基本財産である土地の追加のた
め、定款第２８条第２項の変更認可を受けているが、同項第７
号に追加した土地は財産目録に記載されていなかったため、登
記簿を確認したところ、法人の所有地ではなく理事長の個人所
有地であることが判明した。固定資産の管理を厳格に行い、こ
のようなことが２度と発生しないようにすること。
　また、固定資産管理台帳について、基本財産である土地の表
記が土地１から６となっており、地番や面積の記載がなく土地
を特定できない。法人定款及び財産目録には６筆の土地はな
く、土地１から６とする理由が不明である。固定資産台帳の土
地には地番や面積を記載すること。

【法人定款第２８条第２項、法人経理規程第５２条第２項】

定款変更(補正)を行う為、定款の新・旧を作成し、理事会(令和７年
１２月１９日開催）・評議員会(令和８年６月開催予定)を行う。
また、固定資産管理台帳については早急に調べて固定資産台帳の地
番や面積を記載します。

R7.10
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7 実地

基本財産に係る法人定款変更について
法人定款第２８条第２項については、再度の変更認可申請を行
うこと。

【法人定款第２８条、第３８条第１項】

法人定款第２８条第２項については理事会・評議員会を行った後に
定款の新・旧を市へ提出を行う。 R7.10

「実地」・・・実地による監査を実施
「書面」・・・書面による監査を実施
「未実施」・・・監査の周期（3～5年に1回実施）に該当しない年度
「延期」・・・特別な事情により延期した場合
「中止」・・・災害等により延期


